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調達要求番号：ＢＰ－２５Ｄ１－６３４４４７ 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，情報本部美保通信所（以下，“官側”という。）の局舎に設置する外付け塩害フィ

ルターについて規定する。 

1.2 用語の定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＡ（陸上自

衛隊一般装備品等共通仕様書）による。 

1.2.1 外付け塩害フィルター 局舎の既存ウェザーカバーに接続する，ＳＵＳダクト，フィルタユ

ニット（各フィルター）及び架台を含む，本備品全体をいう。 

1.2.2 既存ウェザーカバー 局舎に既設されているウェザーカバーをいう。 

1.2.3 ＳＵＳダクト 既存ウェザーカバーに接続し，フィルタユニットまで浄化した空気を送気す

る部分 

1.2.4 フィルタユニット 除塩フィルター及び粗塵フィルター本体を保持する筐体をいう。 

1.2.5 除塩フィルター 市販されている交換可能な中高性能フィルター本体をいう。 

1.2.6 粗塵フィルター 市販されている交換可能な粗塵フィルター本体をいう。 

1.2.7 架台 ＳＵＳダクト，フィルタユニット等を固定する架台をいう。 

1.3 引用文書等 

1.3.1 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この

仕様書の一部をなすものであり，特に版を指定するもののほかは，入札書又は見積書の提出時におけ

る最新版とする。ただし，引用文書に定める法令等に変更があった場合は，その最新版が優先される

ものとする。 

a) 法令等 

  防衛省所管物品管理取扱規則（令和 2年 3月 25 日省訓第 14 号） 

b) 仕様書 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ＡＡ 陸上自衛隊一般装備品等共通仕様書 

 

2 製品に関する要求 

2.1 一般事項 製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。 

2.2 製品の構成 製品は表１のもの（または要求性能を満たす他社製品を含む。）とし，契約の相手

方が準備するものとする。 

情 報 本 部 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

品 名 
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作 成 情報本部電波部 
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表１ 製品の構成及び数量 

No. 製 品 カタログ製品名（参考） 単位 数量 該当機械室 

1 外付け塩害フィルター － 式 １  

（構成内訳） 

1.1 

       （小） 

ＳＵＳダクト （中） 

       （大） 

－ 台 １ Ａ 

－ 台 ２ Ｂ及びＣ 

－ 台 １ Ｄ 

1.2 フィルタユニット 
日本無機 PFL-2010-PMO 台 ３ Ａ～Ｃ 

日本無機 PFL-3010-PMO 台 １ Ｄ 

1.3 除塩フィルタ 日本無機 LMXL-70-90S 台 ４ Ａ～Ｄ 

1.4 粗塵フィルタ 日本無機 DS-600-31-REA-20 台 ４ Ａ～Ｄ 

1.5 

       （小） 

架台     （中） 

       （大） 

－ 台 １ Ａ 

－ 台 ２ Ｂ及びＣ 

－ 台 １ Ｄ 

1.6 予備品 
日本無機 LMXL-70-90S 台 ４  

日本無機 DS-600-31-REA-20 台 ４  

要求

性能 

各フィルタの濾過性能 初期圧力損失 

段階濾過型 

【粗塵用】JIS11 種 

    捕集効率(平均）82％(質量法） 
機器室Ａ： 91Pa 以下 

機器室Ｂ：185Pa 以下 

機器室Ｃ：185Pa 以下 

機器室Ｄ：170Pa 以下 

【除塩用】JIS B 9908 形式 2 

粒子捕集率 90％(0.7μｍ) 

     同 80％(0.4μｍ) 

その他 

1 除塩フィルター，粗塵フィルター及びネジ類は日本産業規格品または同等以上

のものとし，耐塩害仕様とする。 

2 ＳＵＳダクト及び架台は製造会社の規定する仕様及び社内規格よるものとし，耐

塩害仕様とする。 

3  除塩フィルター及び粗塵フィルターは，容易に取付け取り外し交換できるものと

する。 

4 フィルタユニットは，防水機能を有し除塩フィルター及び粗塵フィルターを保持

できるものとする。 

 

2.3 実施内容 表１における 1.1～1.5 を局舎の給排気口Ａ～Ｄの４箇所に据え付ける。 

2.3.1 実施時期 本契約の実施時期については，事前に官側と調整するものとする。 

2.3.2 実施場所 鳥取県境港市渡町 21 番地 情報本部美保通信所内（細部，図１による。） 

2.3.3 実施計画書の作成 契約の相手方は，契約締結後速やかに，官側と調整し次に示す内容を記

載した実施計画書を作成し，提出するものとする。 

a) 作業予定表（作業の実施は原則平日０８００～１７００とする。） 

b) 作業要領 

c) その他必要事項 
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2.4 実施要領 

2.4.1 契約の相手方は，「作業予定表」に変更がある場合は，事前に監督官と調整の上で作業する。 

2.4.2 契約の相手方は，本契約の範囲を超える事態が発生した場合は，監督官へ通知する。 

2.4.3 据付にともなう発生材は，契約の相手方が処分する。    

2.5 据付要領 

a) 図１に示す給排気口４か所に図２-１から図２－４のとおり据付ける。 

b) 架台の金具固定にあたっては埋込 70mm 以下とする。細部は図３による。 

2.6 実施報告書等の作成 契約の相手方は，作業完了後速やかに，次に示す文書を作成し官側に提

出するものとする。 

a) 実施報告書 

b) 納品書 

c) 単価表 

 

3 品質保証 

3.1 監督・検査 監督及び検査は，支出負担行為担当官等の定める監督・検査実施要領による。 

 

4 提出書類 

契約の相手方は, 表２に示す提出書類を作成し，官側の確認を得た後，提出するものとする。 

 

表２ 提出書類 

 

5 その他の指示 

5.1 情報の保全等 

a) 契約の相手方は，直接又は間接的に知り得た事項について関係者以外に漏らしてはならない。 

番号 項目 数量 提出時期 提出先 媒体 備 考 

１ 実施計画書 １部 
契約後，速や

かに 

美保通信所 紙 

a)作業実施日時，作業実施項

目，要領を記載すること。 

b)任意様式 

２ 実施報告書 １部 

終了後，速や

かに 

a)実施計画書に基づく実施内容

を記載すること。 

b)任意様式 

３ 納品書 １部 
防衛省所管物品管理取扱規則に

基づき作成すること。 

４ 単価表 １部 

a)製品及び資材，役務の各単価

を記載すること。 

b)任意様式 

備 考 

※実施報告書には，各外付け塩害フィルターごと，セットアンカー用の掘削の深さがわか

る写真及び据付時の固定箇所の写真を含ませる。 

※ 実施報告書には，必要機能を満たす資料を含ませる。 
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b) 契約の相手方は，当該地域に立ち入る際に必要な手続きを行うものとする。 

c) 契約の相手方は，本契約の履行にあたり，電子計算機，可搬記憶媒体及び携帯型情報通信・記録

機器を持ち込み及び持ち込み使用することが必要な場合は，事前に官側と調整し，防衛省が規定する

関係規則類に基づき，許可を得るものとする。 

5.2 官側の支援 

 契約の相手方は，本契約において官側の支援が必要な場合は，官側と調整の上，官側が必要と認め

た事項について支援を受けられる。 

5.3 養生  

契約の相手方は，施設等を破損することのないよう養生するものとし，破損した場合は監督官へ報

告するものとする。なお，養生に必要な材料は，契約の相手方が準備するものとする。 

5.4 仕様書に関する疑義  

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，速やかに支出負担行為担当官と協議するもの

とする。 



Ｎ

美保通信所（全体図）

Ｎ

Ｎ

図１ 納入及び据付場所

既存ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ（８か所）の
うち取付箇所４か所（太矢印）

機器室A

機器室B機器室D 機器室C



図２－１ 据付要領図（機器室Ａ）
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図２－２ 据付要領図（機器室Ｂ及びＣ）
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図２－３ 据付要領図（機器室Ｄ）

室内ﾀﾞｸﾄ

1050

F

700

7
0
0

2
0
1
3

▽GL

測面図

F

△外壁

平面図

F

2100

▽GL

正面図

機器室D

整備扉

(ﾀﾞｸﾄ中央から)

(ﾀﾞｸﾄ中央まで）



79,200

4
3
,
2
0
0

※細部略（概要図であり、縮尺等不問）

機器室Ａ
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平面図

立面図

図２－４ 据付要領図（全体図）
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▽GL

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上(B種)複層塗材E t=20.0

▽1FL
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※１ フィルターユニットと建屋外壁を金具で固定する際に使用
するセットアンカーの埋込深さは７０mm以下とする。

図３ 建屋断面図


